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１．研究計画の概要 

本研究課題は金融制度としての信託制度
に関する検討である。より具体的には、信託
の金融仲介機能に関する研究代表者の従来
の研究成果を基礎として、信託制度の機能と
発展過程について金融制度論の視角から理
論的に考察することを意図している。とりわ
け信託におけるモラルハザードと信託制度
によるその抑止に着目し、これに即して信託
制度の形成・発展を捉えるとともに、信託の
金融仲介機能に対する信託制度の効果と金
融システムにおける信託制度の機能につい
て考察することに重点を置く。 
 
 
２．研究の進捗状況 
これまでの研究により、信託制度の形成と

その意義、信託制度の発展過程とその要因、
金融システムにおける信託制度の機能につ
いて、概略以下の成果が得られている。その
際、本研究課題では、信託の固有な金融仲介
機能に対する信託制度の作用に即してこれ
らの解明を進める方法がとられている。 

まず信託制度の形成とその意義について
は、制度に関する今日の経済学的研究におい
てもっとも有力な理論的潮流の一つとなっ
ている「新制度経済学」の成果に基づき、信
託における典型的なジレンマ・ゲームである
利益相反問題に取引費用の概念を適用する
ことによって、これを要因とする信託制度の
形成を定式化した。さらに、受動信託、信託
財産の統一性、トレーシング、信託財産に係
る所有権の分割など、信託制度が有する本質

的な諸規定に即して、信託の固有な金融仲介
機能の制度的な保障という観点から金融制
度としての信託制度の意義・役割を明らかに
している。 

信託制度の発展過程の考察では、利益相反
問題によって発生する取引費用、受託単位の
設定に基づく金融仲介機能の規律低下を信
託制度の発展の契機として析出するととも
に、信託制度によるそれらの抑制という観点
から、金融仲介機能に対する効果をより効率
化する信託制度の構築を「信託制度の最適
化」と捉え、信託制度の発展の理論的分析と
モデル化を進めた。とりわけ本研究課題のモ
デルにおいて基本的な変数の一つとなって
いる信託の固有な経済的便益とその意義が
明確にされている。 
金融システムにおける金融制度の機能に

ついては、信託の金融仲介機能に対する信託
制度の効果の解明を基礎として、信託制度が
金融システムに包摂されることにより金融
構造にどのような作用が生じるかについて
の考察に着手している。 
以上の課題と並行して、理論的フレームワ

ークの深化とモデルの整備・拡充に継続的に
取り組んでおり、本研究課題における基本的
なモデルとなっているシュタッケルベル
ク・ゲームの理論的再検討と信託の分析にお
ける適用可能性についてさらなる考察を進
めている。 
 



３．現在までの達成度 
①当初の計画以上に進展している。 

（理由） 
信託制度の形成・発展とその要因、信託の

金融仲介機能に対する信託制度の効果、金融
システムにおける信託制度の機能など、研究
課題として予定していた論点はすべてカバ
ーできている。さらに研究の進展に基づいて
新たに把握された論点と適用可能な概念、モ
デルとしてのそれらの理論的定式化により、
当初構想していた以上に考察を深めること
ができ、また将来的な研究への展開の端緒を
見出すことができた。具体的には、信託財産
の統一性と金融仲介機能に対するその作用
の解明、信託における所有権の構造の把握と
それへの所有プレミアム概念の適用、信託に
おける固有な経済的便益とその意義の明確
化などである。 
 
 
４．今後の研究の推進方策 

本研究課題は本年度が最終年度であるの
で、これまでの研究成果の総括と将来的な研
究の展開を十分に考慮し、以下の三つの課題
に重点を置くこととする。 
第一に信託の制度的展開についてその金

融仲介機能との関連を捉えた理論的検討を
進めていく。この課題については信託制度が
有する本質的な諸規定とその金融的意義を
踏まえた考察にすでに着手しており、本年度
も継続して取り組みたい。さらに信託の固有
な金融仲介機能の核心をなす受動信託に対
して信託制度の諸規定がどのような効果を
有するか、また金融仲介機能に内在するジレ
ンマがこれらの諸規定とその作用をどのよ
うに規制するかを立ち入って明らかにし、信
託の金融仲介機能とその制度的展開を統一
的に捉える理論的端緒を探る。 
第二に金融制度としての信託制度の発展

の考察である。ここでは「信託制度の最適化」
の観点から信託制度の発展の理論的分析と
モデル化を進めるとともに、モデルにおける
信託の経済的便益の定式化について立ち入
って検討する。 

第三に金融制度論を適用した信託法の理
論的分析である。この課題においては金融制
度としての信託制度が金融システムにおい
て有する機能の解明をさらに深めるととも
に、将来的な研究への展開を意図している。
当面の課題として、金融の分野における法と
経済学に関する学際的研究の観点から、信託
法の金融経済的基礎とその金融制度的意義
について問題の所在を把握することに努め
たい。 

５. 代表的な研究成果 
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